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川崎市役所では、平成 22 年度から、川崎市環境配慮契約推進方針に基づき、 

市自らが行うすべての契約において、環境に配慮した契約を行うこととしています。 

 

１．環境配慮契約 （グリーン契約） とは 

契約を結ぶ際に、競争性を確保しつつ、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、 

最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．目的 

市役所の率先取組として、市役所が排出する温室効果ガスを削減するとともに、 

環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会の構築を目指しています。 

 

３．基本的な考え方 

市が行うすべての契約において、契約段階で次の環境配慮を行ってください。 

また、市の出資団体、指定管理者その他の関連団体へも、本方針の趣旨を周知してください。 

  

 

 

 

４．重点取組分野 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

詳しくは、グループウェアかわさきの脱炭素戦略推進室のページをご覧ください。 

ライブラリ＞各課の部屋＞環境局＞脱炭素戦略推進室＞エコオフィス関連資料＞環境配慮契約 

問い合わせ：環境局脱炭素戦略推進室 （環境技術支援）    

外線２００－０３６９ 内線２９２１１    

グリーン購入との違いは？ 

グリーン購入は、製品やサービスを調達する

際に、一定水準の環境性能を満たすものを、原

則として最低価格落札方式などにより調達する

ものです。 

電力供給契約 
・電気を供給する事業者の 

環境負荷低減の取組を評価し、 
入札参加資格に反映 

・2030 年までに再エネ１００％電力の 
導入に向けて計画的に検討 

自動車の導入に関する契約 
・リース契約を推進 
・電気自動車等を車種指定 

省エネルギー改修(ESCO)事業 
・プロポーザル方式に 
よる ESCO 事業者の選定 

建築物に関する契約 
・環境保全性能の確保 

・環境配慮型プロポーザルの実施 

・省エネ・省 CO2 化等に係る 

環境配慮を求めた維持管理 

・環境配慮基準の遵守 

① 広範な分野での温室効果ガスの削減が図られる契約内容の確保 

② 入札手続における事業者の環境マネジメントシステム等の取組の評価 

③ 調達時の要求性能の明確化、情報公開、他の行政目的との調和 

川崎市環境配慮契約推進方針（グリーン契約）の概要 
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価格や環境性能の優れたサービスの提供 


